
 
 

 

（1） レース公示 第２項「適用規則」について以下の箇所を訂正します（下線部は訂正部分）。

＊ＩＲＣ２０１０ Rule 

 

（2）帆走指示書 第１項「適用規則」について以下の箇所を訂正します（下線部は訂正部分）。

  ＊ＩＲＣ２０１０ Rule 

 

2010 年 5月 20 日

第 60 回大島レース実行委員長

飯沢則之

第６０回 大島レース 公示、帆走指示書の変更（変更８） ２０１０年５月２０日 


